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原則は修繕費として全額が支出した事業年度の損金になります。

ただし、資本的支出になるときは、その金額は資産としてその

固定資産の取得価額に計上され、減価償却の方法により複数年

にわたり損金として経理処理されます。 

会社の建物が古くなってきたので、屋根の補修
と壁のペンキの塗り替えを行いました。このと
きにかかった費用は損金になりますか？ Question

Answer

資本的支出 資本的支出 修繕費 修繕費 

1つの修繕の支出額は20万円未満 

3年程度の周期的な修繕 

実質的な判断で修繕費 

1つの修繕の支出額は、 
修繕した固定資産の前期末取得価額×10％以下 

明らかに資本的支出に該当 1つの修繕の支出額は60万円未満 

●資本的支出とは… 
固定資産を修繕した場合に、通常の修繕の程度を超えて、耐用年数を延ばすなどの、その固定資産の価値を増加
させるときは、その支出額は資本的支出となります。 

●修繕費と資本的支出の区分は… 

【修繕費と資本的支出の区分】 

基本的には実質的な判断で行います。しかし、実際にはその判断をすることは難しく、このため税務上では、次の
ような区分により判断しています。 

（注）この内容は基本的な考え方を示したものであり、実際の判断にあたっては、所轄の税務署または税理士等の専門家にご照会ください。 
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